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おわりに

はじめに

　80年代後半以降，欧州の経済統合は関税同盟の段階を超えて，単一市場ならびに単一通

貨・申未銀行の創設へと進んでいった．こうした公式の制度に基づく広域経済圏形成の過程

は，欧州経済を規範づける法秩序の創出過程（EC法と欧州司法裁判所の判例の集積）を伴う

と同時に，その創出の基盤となる政治システムの漸進的成長過程でもあった．すなわち，「法

を通じた統合」1による広域経済圏の形成は，政府問交渉の枠組みの中に超国家的な色彩を強

く添えていったのである．政府間交渉が，個々の加盟国レベルで形成される意志が絶対視さ

れる政治過程であるのに対し，超国家的なそれは，その意志に関わらず加盟国に対して強制

力を行使しうる制度を媒介とした政治過程であるといえるだろう．もともと52年に石炭と鉄

鋼を共同管理するため6カ国の間で創設されたこのような超国家的な公式の制度は，その後の

加盟国拡大にも関わらず，欧州統合が他の地域統合と一線を画す指標であり続けたのである．

　では，欧州における超国家的なものはどのような形に進化しようとしているのだラうか．

それは巨大な欧州連邦国家の誕生という終着駅に向かって進んでいるのであろうか．それと

も，国際機構の限界を超えることはなく，政府間外交交渉の中でかいま見られる例火的な現

1この概念および法と統合の関側こ関する暗黙？了解ついては・…。・・（1…：1）ならびに・…（1…：・・γ・）参照．■

＊USm，Yoichiro［情報文化学科］
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象に過ぎないのであろうか．

　こうした問いに対して，EU機構の特異（8ulg㎝e㎡8）な性質に着目し，連邦国家でもなく国

際機構でもないその独特の機構的特徴を捉えようとする研究が，80年代後半以降盛んになっ

ていった．それは，政府（gOVemment）という行為主体ではなく統治（goVemanCe）の機能と

構造を認識の第一次的な照準とし，主権的国民国家の観念の相対化を狙いつつ，EU機構の新

たな統治のあり方をとらえようとするものである．

　こうした研究の潮流を，90年代のEUの動向ならびに既存の統合研究の中に位置づけ，その

特徴を明らかにするとともに，欧州統合研究におけるその射程をさらに拡張するための研究

方向を示唆すること，これが本稿の目的である．

　以下，まず90年代のEUの進展を国家性と非国家性の併存という観点から概観し，その機構

における特異（8ulge皿eh8）なものに着目した研究を既存の統合研究と対比させる．その上で，

統治（govemance）を中心概念としたEU研究のねらいを明確にするべく，この概念をさらに

敷桁していく．そして最後に，統治を中心概念としたEU研究を深化・拡張するために，法秩

序の概念に引きつけた研究方向が示唆される．

1．特異（Sui　Generis）なシステムとしてのEU

1－1　90年代の動向一国家性と非国家性の併存

　80年代後半以降，欧州統合は飛躍的な深化と拡大を遂げた．すなわち，単一市場の（一応

の）完成（93年）と単一通貨ユー口の導入（99年）そしてEEAの形成によって広域経済圏を

構築し，欧州共同体（EC）に共通外交安全保障政策（CFSP）2と司法・内務協力（JHA）3を加

えた三本柱（Th■ee　Pi11ars）4から成るEUを形成し（93年），EU市民権の概念を規定5，そして

2EU条約11～28条、
3EU条約K．1～K．9条（マーストリヒト条約時の番号）．なお，97年のアムステルダム条約によるEU条約・EC条

約の改訂に伴い，条約番号が変更された．本稿では以下新しい条約番号を使用する．

4周知のように，実務者や研究者の問では，Eαま第一の柱（血e趾stPil1ar），CFSPは第二の柱（血eSecondPil1ar），

IHA（本論後述の通り現在はPJCC）は第三の柱（the　Third　Pil1ar）と呼ばれ，EU機構はこれらからなる三本柱

構造（the　Three　Pi11a■Structure）として特徴づけられている．ただしこれについては条約上明確な規定があるわ

けではない．また，EU条約1条の第3段落の文言（「ユニオンは欧州共同体を土台とする」）から見られるとお

り，EUを三本柱構造として規定することへの疑念もあり，対案として，たとえばECをメインゲートとし，他
の二者を小さなドアと見立てるような，カテドラルに比してEU機構を特徴づける議論もある（Gomley1999）．

にもかかわらず，実務者・研究者の間のディスコースの過程では，この列柱構造の比瞼がEUを特徴づける一
つの重要な術語としてなお支配的であるように見える．以上は，Shaw（2000：168－9）参照．

5EC条約17～22条．第17条第2項は次のように規定している．「ユニオンの市民は本条約により与えられた権利を

享受し，かつ本条約により課される義務に服する．」

一92一



新潟国際情報大学情報文化学部紀要

IHAの一部（査証・政治的庇護・移民等）の共同体化（co㎜unit㎞1ation）6を通じて，EU市民

にとって自由・安全・司法（正義）が保証された領域（An　Area　of　Freedom，Security　and

Justice）を提唱7，第三の柱のJ肌を警察刑事司法協力（PJCC）8へと絞り込んでいった．これ

らの深化を通じて，今や，一つの市場・一つの通貨を実現し，対外的に一つの顔をもったEU

外交を目指し，民事・刑事にわたる司法協力を推進していくという，まさに単一の欧州空間

が創造されようとしている．これに加えて，EUの憲法的規範を明確に定めるべく，EU基本権

憲章（Ch耐erofFundamentaユRightsoftheEuropeanUnion）が採択された9．

　他方で，86年にスペインとポルトガルの南欧諸国が合流した後，統合は95年に北欧（スウ

ェーデン・フィンランド）と申欧（オーストリア）に向かい，いよいよ申東欧諸国との欧州

再結合が具体的な日程に上がってきている．すなわち，拡大の第一陣（First　Wave）としてハ

ンガリー，チェコ，ポーランド，スロベニア，エストニア，サイプラスとの交渉が98年3月に

はじまりIo，また第二陣（Second　Wave）としてルーマニア，ブルガリア，スロヴァキア，ラ

トヴィア，リトアニア，マルタとの交渉が2000年2月に開始された11．EUは21世紀早々にも

27カ国を擁する巨大な地域機構に膨張しようとしているのである．

　こうして，EUは一方においてあたかも一つの国家であるかのように深化するとともに，し

かし他方において，通常の国家といえるほどの集権化は全く不可能な規模へと拡大しようと

している．第一の柱で経済・社会の広範な分野にわたる共通政策を施行するとともに一つの

通貨を発行し，第二の柱で一は外交・軍事で一つの顔をもとうとし，そして第三の柱で警察力

の整備につとめようとしているEUは，確かに，近代国家が政府という組織を通じて独占的に

遂行してきた基本機能を獲得しようとしているかに見える．

　しかも第一の柱を中心に900ユー口（約9兆円）に及ぶ巨大な予算12があり，加盟国はそこ

から最大でGDPの4％まで配分を受けられること10，各種の市場規制，所得の再分配，マクロ

6共同体化（CO㎜u㎞t㎞SatiOn）とは，第二・第三の柱の事項を第一の柱へ移すことをレ・う．

7EU条約29条第1段落．

8EU条約29～42条．第29条の第3段落では，欧州警察機構（Europol）の創設が定められている．

90J2000C364／1。この憲章は99年6月のコローニャ欧州理事会で策定が決定されたもので，一そのための機関が同
年10月のタンペレ・サミットで定められた．EuropeanCounci1，Presidency　Conc1usions：T㎜pereEuropem　Co㎜cil，

15仰d160ctober，1999．

10耳urope㎜Co㎜ission，1998Genera1Repo血，p．275，point798．

1－Europem　Commission，Buuetin　ofthe　Eu正opean　Union，1／2．2000，p．78，point1．5．1．

12Europem　Counci11999Gener刎Repo血，p．332，table21．

13Council　Regulation（EC）No．1264／1999，21Jme1999，Artic1e5，0fficial　Jouma1L161／57．ここでは結束基金

　（Cohesion　F㎜d）と構造基金（Stmctura1Fmds）をあわせてGDPの4％を越えて配分を受けることはできないと

　規定されている．つまり，そこまでは可能なのである．
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経済の安定化といった広範な範囲にわたる公共政策が行われていること，また他国・国際機

構との条約締結14にもとづく対外政策や第二の柱における上級代表の設置15などによる国際

舞台での一体性16，さらには加盟国の法に優位するEC法が策定され，その直接効果原則によ

って政府等の公的機関のみならず個人もEC法の主体となり，先決的判決制度17幸通じて，欧

州司法裁判所が加盟国の裁判所にとってあたかも上級の位置ドあるかのような様相を見せて

いる18といった諸点を考慮する限り，EUはもはや国際機構としての限界を超え，第一の柱を

先行させる形で連邦国家へと向かっているかのようである．すなわち，90年代の進展からは，

EUにおける国家性の拡張を確かに見いだすことができる．

　しかし他方で，EUは決して連邦国家と規定できるほど集権化された公式の制度に支えられ

ているわけではない．この点はSc㎞itterの指摘19に基づいて，次のように整理できるだろう．

EUには最高権力を担う中心的機関がなく（主権はあくまで加盟国に存するし，欧州議会の役

割も限定的），ヒエラルキー的に秩序づけられた行政機構が存在せず（欧州委員会の各部局や

閣僚理事会と加盟国各省庁とは明確に上位・下位にあるものとして関係づけられていない），

全体を拘束しうるEUレベルの権限関係が流動的であり（加盟国との共有権限の存在，欧州司

法裁判所の法解釈理論による権限関係の変更，度重なる条約改正など），権力の行使される境

界が固定しておらず（度重なる加盟国拡大や後述の緊密化条項の導入），他の政体（po1ity）

から単一の独立した政体として認知されず国際条約を締結する排他的な権限も不完全であり

（EUとしての法人格はなく，法人格をもつECも対外交渉権は限定的），正統な強制手段の独占

が確立しておらず（警察力と軍事力は加盟国のもの），特定の個人や集団に政体としての決定

を直接施行する能力，とりわけ境界区域内でヒト・モノ・カネ・サービスの移動を直接管理

し誘導する能力が制約されていて（行政資源を加盟国に依存し，金融以外で経済を誘導する

能力は加盟国に），そうして市民間の一体性意識が具体性を帯びて浸透していない（国民的一

体性意識の具体性に比して欧州的一体性意識はまだまだ抽象的）．こうした特徴から，EUに

おける国家性の欠如を確認することができるだろう．

14EC条約310条．

llEU条約18条第4項で‘削ghReprelentativefortheco㎜onforeignmdlec㎞typohcy’が定められ，たとえば南東

　ヨーロッパにおける安定化協定（Stabi1ity　Pact）の調整役として‘the　Specia1Representative　of　the　Europem

　Union’が任命されている一EuropemCommissi㎝，Bu11etinof曲eEurope㎜Union，12／1999，p．111，point1．4，5．

16EU条約11条2項の第2段落に，‘acohesiveforcein㎞temadom1re1ations’がうたわれている．

17EC条約234条．

18条約の憲法化を通じたEC法の発展に関してはWei1er（1999：19－29）参照．

19Sc㎞itter（1996b1131）参照．
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　さらに，上述のような欧州空間の膨張を考慮に入れる必要がある．52年に石炭と鉄鋼を共

同管理するためECSC条約を調印した6カ国の均質性は，もはや望むべくもない．それゆえ，

今回で第5次となる拡大20に対していかなる機構上の対応を行っているかは，EUの存在のあ

り方を見定める上で重要である．

　97年のアムステルダム条約で条文化された’より密接な協調’（c1oser　cooperation）21はこの

拡大へ向けた機構上の対応として，柔軟な統合戦略（F1exibi肚y）の導入を狙ったものであっ

た．その骨子は，条件付きで一部の加盟国だけによる共同行動，すなわち全加盟国の参加を

強制しない共同行動を可能にしようとする点にある．その条件とは，当該共同行動カ油Uの目

的や利益を促進し，EU条約やEC条約といった基本条約の原理あるいはEC法の蓄積による共

同体の既得権限（a岬1∫Comm㎜刎㎞e）22に抵触せず，参加しない加盟国の利益を損なわず可

能になれば後からでもそれら加盟国の参加を認める，というものである．このような条件が

満たされれば，「自らの問により一層緊密な協調を確立しようと意図する加盟国は，本条約な

らびにEC設立条約が設定した制度，手続き，機構を利用することができる」23のである．こ

のような緊密化条項は，2001年に調印された二一ス条約によって整備され，名称も‘より高

次の協調‘（e㎞㎜cedcooperation）に変更された24．

　このような統合方法は，先発国と後発国に分ける多段階（muIti－speed）方式，共同行動の

種類に応じてその都度中核国と周辺国との組み合わせが変わる可変翼（variab1e　geometry）方

式，加盟国による共同行動メニューの完全自由選択（え1aC舳e）方式などと呼ばれてきたもの

を25，あらためて発展途上のEU法体系に組み込む形となった26．つまり，すでにEMU，シェ

ンゲン協定，社会政策，WEU，VATの調和化などで先行していた現実を，条約において追認

したものといえるだろう27．

2072年のイギリス，アイルランド，デンマーク加盟が第1次，81年のギリシャ加盟が第2次，86年のポルトガル，

　スペイン加盟が第3次，95年のオーストリア，スウェーデン，フインランド加盟が第4次となろう．ただし90
　年のドイツ統一も，実質的には「東ドイッの加盟」としてとらえられるかもしれない．

21EU条約43～45条に独立のタイトルをもって規定されているが，その他EU条約40条やEC条約11条にもc1oser
　cooperahonの文言を見いだせる．

22これはEU条約3条において，単一機構の枠組み（a　shg1e㎞stituhom1丘…㎜ework）や諸行動の一貫性・継続性と

　ともに，EU機構を規定する基本原則とされている。新規加盟諸国はこのacquis　comm㎜autaireを完全に満たす

　ことが求められている．EUという統治システムにおけるacquis　commmautaireの意義については，Wiener
　（2000）の研究が興味深い．

23EU条約43条．

24TreatyofNice，OJ2001C80／1，PP．lO－14参照．

25これらのEU独特の術語（Euro缶g㎝）については，Wessel（1998：76），Schmi倣（1996b：133）およびE㎜em㎜
　（1gg5）を参照．

26Shaw（2000：194－204）参照．

27Wesse1によると，この柔軟な統合戦略は，76年のテインデマンス・レポートにすでに構想されていたという．
　Wesse1（1998：77）参照．
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　‘より密接な協調’あるいは‘より高次の協調’といった柔軟性の導入には，加盟国の拡大

に対処すると共に，一部の加盟国どうしがEU法にもとづく枠組みを離れて独自に国際条約を

結ぶ形で共同行動を展開していくことを，あらかじめ防ぐというねらいがあるように思われ

る．多様な加盟国の状況に配慮しかつEU機構の求心力を保持するという点で，東方へ向けた

欧州再結合にとって重要な意義をもつといえる．

　しかしながら，こうした柔軟な統合戦略は欧州統合の深化と拡大の終着駅についての見通

しを曇らせ，欧州政体（Euro－Po1ity）の有り様をますます不分明なものにしてしまっている．

いったい「欧州大陸の分裂の統一」28はいかなる形で実現されようとしているのだろうか．今、

や30カ国弱にまで膨張しようとしているEUが，柔軟性の導入により，多段階方式によって時

間（time）的に分化し，可変翼方式によって空間（space）的に分化し，かつメニュー方式に

よって公共政策の案件（matter）ごとに分化していくという形で，見通しのつかないほど複雑

化していく可能性は決してないとはいえない29．

1－2　連邦制・国際機構・特異（sU1geηθ佑）なシステム

　こうして90年代のEUの進展は，国家性と非国家性の併存という機構上の特徴を生ぜしめた

といえるだろう．そしてこの点に，「特異（8u1g㎝eh8）な」という文言が欧州統合研究にお

いて広範に流通するキーワード30となっていった背景を見いだせる．一見したところ連邦国

家ともいい切れずさりとて国際機構に分類するにも悼られるその複雑な表徴が，欧州統合の

多くの研究者たちの関心を引いてきたのであった31．

　こうしたEU機構の特異性に関しては，一方において，かつて近代国民国家形成過程で見ら

れたような，権力の水平的関係から垂直的関係への過渡期にあるものとし，あくまでも一時

的な雑然とした状態と捉える見方が可能であろう．換言すれば，EUを欧州連邦あるいは欧州

合衆国への揺藍状態にあるものとするのである32．また他方で，EU機構を確かに高度に発展

28EU条約・前文．

29Ehle㎜㎜（1995）参照．

30EU研究におけるこの文言の広範な流通を示すものとして，たとえば以下の文献を参照．Wiener　and
　Neumeither（2000：5），Neu㎜either（王998：4五9），Eising㎜d　Kohler－Koch（1999：3），Kohler－Koch（1997a：1．1997b：2．

　1996：359），Neyer（2000：113），Shaw（1999a：579），Hix（1998：38－9）．これらのうち，HixはEUを特異なシステ

　ムと捉える研究に関する包括的なレビューを行っている．さらにJachtenfuchs（1997a），Wesse1andDiedhchs

　（1997），Schmi血er（1996a）そしてCaporaso（1996）による整理も参考になる．

31欧州統合の独特な所産については，EU形成以前からも指摘されていた．たとえば，Haas（1976）の研究や欧州
　司法裁判所の見解にそれを見いだせる．後者については，Shaw（1996b：233，235）およびPescatore（1970＝167）を

　参照．

32Caporaso（1996：30，35－6）およびNe㎜reither（1998：419，note　l）参照．またこの視点を重視する研究として，

　Skowronek（1982），Deudney（1995），Bulmer（1994），Etzioni（1965），Fhedエich（1969）などをあげられる．
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した加盟国問共同行動の形態としながらも，それは本質的には主権国家間の権力政治の舞台

であり，主要国の選好（preference）が一致した場合にのみうまく機能する協調の枠組みの域

を超えるものではないとする見方がある33．EUが見せる特異な様相は，前者にとっては単な

る過渡期の例外的な事象であり，後者にとっては事態の本質と関係のない単に錯覚を引き起

こしがちな表層にすぎない．統合理論の系譜から見ると，前者は連邦主義（federa1ism）・機

能主義（functiona1ism）・新機能主義（neofun6tiona1ism）の流れの中に，また後者は現実主義

（rea1ism）・新現実主義（neorea1ism）・リベラル政府間主義（1ibe舳tergove㎜enta1ism）の潮

流にそれぞれ位置づけられるだろう34．

　しかしながら，これらの基本的にはEUの特異性を否定する見方と対立し，EUの形成を，独

自の範晴を要求しうる新たな政治システムの誕生として把握する視点も有力である．この刺

激的な視点の機軸となってきたのが，統治（Govemance）の概念であった．後に詳述するよ

うに，この概念を機軸にした研究は，集合的問題解決過程を再生産する構造に注視すること

で，政府という組織の存在を権力が組織化された特殊ケースとして相対化し，連邦制か国家

連合かの二分法に拘泥されずに，EUの中に近代主権国家系から逸脱した特異な統治形態を特

定しようと試みるものである．

　このように耳Uの特異な様相に対して，連邦制への過渡期の一時的な現象か，あるいは主権

国家間の権力政治に還元される非本質的現象か，それともポスト主権国家系を形成する新た

な政治システムの誕生か，といった三つの視座が可能である．しかし統治の概念に依拠した

第三の視座からすると，前二者は主権的国民国家形態の存続を前提とする限りにおいて理論

構成上共通の立場をとるものであり，この既存の概念枠組みに固執する以上，欧州統合がも

たらした欧州国際社会の組織化の様相やその変容は的確に捉えられないのである35．この第

三の視座からの接近法によるものを便宜的に新統治研究群（New　Govemance　Approaches）と

して一括することができるだろう36．

　そこで次にこg第三の視座をもつ統治論の射程を検討するための予備的考察として，統治

33こうした視点に基づく最近の重要な研究として，Moravcsik（1998b）参照．EU研究の主要な学術雑誌の一つで

　あるThe　Jouma1of　European　Publ｛c　PolicyはMoravcsikの研究成果に関してシンポジウムを開催している．

　Wa11ace，Caporaso，Sch岬fandMomvcsik（1999）参照．

34これらの統合理論に関しては，Moravcs吐（1998a）が簡潔に全体像を与えてくれる．

35既存の統合理論が近代国家の観念に執着したままで，欧州の新たな現実を捉えることができないとする批判
　として，Jachtenfuchs（1995：120－122）参照．

36Hixは新たな統治の様相を捉えようとする諸研究をNew　Govemance　Agendaを共有する一つの潮流として捉え，

　経験的事実の解釈枠組み，方法論的戦略，理論枠組み，規範的前提条件の四つに関してそこにリサーチ・ア

　ジェンダとしての一貫性を見いだそうとしている（1998：39）．
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という概念の含意するところを，国際関係論における先行研究を参照しつつ検討し，さらに

敷術しておきたい．

2．統治（Govemance）の概念

2－1　公共間題解決への集合的決定・社会制度・レジーム・

　人は社会的動物であり，その生は社会の中ではじめて可能になるにもかかわらず，その社

会の作り方に関して，人は耳を傾けるべき自然の本能をもたない．人が生きるためになくて

はならない社会は，一人ひとりの無数の選択を通じて絶えず作られ続けている．そのため人

の社会は必然的に，集合行為問題に直面する．すなわち，ひとり一人の選択の集積が全体と

してひとり一人の生活の基盤を崩していくという悪循環を回避するよう、何らかの集合的決

定（co11ective　decision）が行われねばならないのである．この集合的決定は，ひとり一人の行

為の集積を方向付けるものであり，その意味において，公共問題の解決へ向けられた集合的

行為（CO11eCtiVeaCtion）を規定するものである．

　統治（goVemanCe）の概念はまさにこの文脈で理解することができる．それはこうした集合的

決定を通じて公共問題の解決へ向けられた集合的行為の総体を指しており，社会の秩序形成

ならびにその維持を第一次的に指向する機能である．この概念はさまざまな研究者によって

それぞれの文脈で使用されているが，その原義としてまずはこのように規定できるだろう37．

　では，そのような機能の発動を支えるものは何であろうか．いかなる社会機構がこのよう

な統治という機能の遂行を保障するのだろうか．ここで無数の行為主体（agentS）の行為を方

向付けるルールが問題になってくる38．このルールは，規範や価値や原理，あるいは自然過

37統治概念の多義性については，Rhodes（1996：653）参照．この概念の原理的な検討は，主として国際関係論に

　おいて展開されてきた．本論では，You㎎（1997）とRosenau（1992）の研究を参照した．Yo㎜gも統治の概念をこ

　うした集合行為間題の解決を含意する秩序形成機能として理解する（1997：3）．Rosenauもまた統治を公共問題

　解決ならびに秩序創造の一般的機能として規定し，紛争防止・資源調達・目標と政策の枠組み設定の三つを
　その機能の内実とする（Rosenau1992：3－4）．EU研究においても，原義はそのままに統治の概念が捉えられてい

　る．たとえばJachtenfuchsはこの概念が「政治目標が意図的に設定されること，また国内あるいは国際レベル

　の行為主体の行動がこの目標に拠って誘導されるようにするための継続的な営為」を含意しているとしてい

　る（1995：124）．Lenschowは統治を構造的要素と規制スタイルの二つの側面をもつものとして捉え，さまざま

　な統治形態を類型化する枠組みを提示している（Lenschow1997：Introduction）．

38このような社会関係におけるルールの実体性に関しては，omf（1998：59－60）を参照．0nufのこの研究は統治を

　論じたものではないが，しかし彼がConStmCtiViSmとして整理した行為主体（agent）・制度（inSti血tion）・ルー

　ル（m1e）などに関する概念規定は，主権国家観念の相対化を要請する統治概念の理解にとって，参照すべき

　重要な研究成果である．
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程に類比できるような必然性などを体現したものであると捉えられる．それに従うことを行

為主体自身が自己の行為の格率と意識するか，あるいは自らの利益になると算段するかは，

ケースごとに多様であろうが，少なくとも各行為主体により他の行為主体もそれに従うこと

が十分に期待できるほどに反復されている場合（もしくは反復されていくだろうと予測でき

る場合），そのようなルールを制度（inStitutiOn）と呼ぶことができるだろう39．そして，この

制度の集積がレジーム（regime）を創り出すという仕方での概念整理が可能だろう．統治と

いう機能は，まさにこのレジームに支えられ遂行されると捉えることができる．換言すれば，

！ジームとは統治機能の形成・維持・修正を保障できるような形で集積された個々の制度の

複合体である40．

2－2　国家（state）・政府（govemment）・統治（govemance）の分解

　さて，このレジームは，国家として組織化されたケースと非国家的な形態をもつものとに

区別できるだろう．この区別は，主権的国民国家内の秩序と国際社会のそれとの差異化ある

いは優劣関係を相対化するという意義をもつ．というのも，このような概念的理解を通じて

次のような問いが提起されうるからである．統治のためにそもそも政府（goVemment）は必

須条件なのだろうか．換言すれば，政府によらない方が統治という機能がうまく遂行される

ケースも存在するのではないだろうか，という問いである41．こうした問題の視角が，国際

関係論における統治論の根底にあるといえるだろう．すなわち，主権国家内における政府を

通じた統治は一つの極限ケースに過ぎないのではないか，という視点である．この視点から，

Rosenauによる有名な定式化「政府なき統治（govemance　without　govemment）」の可能性とい

うリサーチ・アジェンダが出てくる42．国際社会という権力の水平的関係においても，カオ

スに陥らず何らかの秩序が生成しているのはいったいいかなる機構によるのか，また地球環

境問題等の地球的問題群に対しては，権力を垂直的に編成しうる何らかの機構の創設に依拠

せずとも対応が可能なのではないか，などのテーマが政府なき統治という概念を軸として論

39こうした制度の捉え方に関しては，0nuf（1998：68－76）およびYo㎜g（1997：3－4）を参照．

40このようなレジームの捉え方に関しては，Young（1997：3－4）を参照．

4I　Yo㎜gは既存の政府の官僚的不効率や個人の自由の侵害の可静性などをあげながら，統治という機能が遂行さ

　れるために政府が必要だ考える人々こそ，なぜ政府がなければならないのかに関する挙証責任をもつとコメ
　ントしている．（Yo㎜g1997：4）参照．

42Rosemu（1992：1－3）参照．またこうした国際関係論における統治論は，リベラリズムの系譜の中に位置づけて

　検討することも可能だろう．この点については，Rhodes（1996：653－656）ならびにKemedy（1997：549）を参照、
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究されてきたのである43．

　このような政府なき統治という発想は，国家をめぐる基本概念に関する次のような理解に

通じるμ．まず，政府（gOVemment）とは政治権力の垂直的編成を担保する組織であり，か

つそのように編成された権力に基づく行為主体（agent）である．従って，上述のような公共

問題解決・秩序創造という総体的な機能を表現する統治（goVemmCe）とは概念的に区別され

る．また，国家（State）とはこの統治の機能が遂行される過程を安定的に再生産する構造を

表現する概念であり，それは公式・非公式の制度の集積から成る．この意味において，国家

とはレジームの一特殊形態であると捉えることができる．換言すれば，一定領域内において

政府という組織の行為を通じて政治権力の垂直的編成を維持し，それに依存して統治という

機能の反復的遂行を保障している構造である．

　よって，次のように要約できるだろう．政府なき統治とは，このような概念枠組みから導

出されうる一つの珪論的可能性を示唆しており，それは，政府という組織の行為に依存しな

い形で統治過程の安定的再生産を保障する構造が存在するという可能性である．

　EU研究における統治概念の意義は，まさにこの点に見いだせるのではないだろうか．

　統合理論における超国家主義と政府間主義との伝統的な二項対立図式では，統合進展の指

標として国家の自律性が念頭に置かれていた45．つまり，国家主権が制約される程度の高ま

りが統合の進展として意識されており，欧州において政治権力がどれほど垂直的に編成され

るようになってきたかが認識の課題であった．こうした視座からは，欧州レベルで創設され

た機関が政府のような形態を持つようになってきたかどうか，またそれと平行して加盟国レ

ベルの政府が既存の権能を失っでいったかどうか，という側面への問いかけが重視される．

　しかしながら，欧州統合の現実は国家性と非国家性の併存という状況をもたらしている．

欧州レベルでの政府形態の成長過程とヅう視座からすると，これは特異（8ulg㎝eh8）なシス

テムの生成としか規定しようのない現実である．

　この点において，政治権力が組織化される形態，すなわちEU機構における政府組織の完成

度ではなく，主権国家内では政府の行為に期待されていた機能がEUレベルで遂行される際の

構造，すなわちEU機構における統治構造に焦点を当てる研究の意義を見いだせるだろう．欧

43たとえばその代表的な取り組みとして，TheCo㎜issi㎝onGloba1Gove㎜ce（1994）を参照．こうした研究の

　視点は，言うまでもなく主権国家間の勢力均衡や覇権国による国際公共財の供給などといった国際研究
　（i皿temationa1StudieS）の潮流の一環に位置づけられるものである．

μ以下はCaporasoカ祖osenauの議論に依拠して行った整理による．Caporaso（1996：32－33）参照．

45統合研究における二項対立図式については，拙稿（1999：60－63）を参照．
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州政体は連邦国家であるのか（完成度の高い政府組織の形成）あるいは国際機構にとどまる

のか（加盟国の政府組織が権能を保持）という問いに対して，EU独自の統治構造を捉えよう

とする第三の視座がここに立てられるのである．後述のEU研究における統治論は，総じてこ

のような研究の方向性を切り開いていった潮流であると規定できるように思われる．

　以上見てきたとおり，EU研究における統治論は国際関係論の系譜の中で提起されてきた政

府組織相対化の議論に依拠するものである．Rosenauによって提唱された政府なき統治の可能

性という視座は，伝統的な二項対立図式を超えていくための視野をEU研究に与えてくれると

いえるだろう．

　しかしながら，両者には決定的な相違がある．そしてこの相違こそ，EU研究における統治

論がその射程を拡張していくための特有の視点として捉えることができる．それは，主権的

国民国家の観念に対する態度である．国際関係論において提起されてきた政府なき統治の視

点は，あくまで主権国家間システムの存続を前提としたものである．国際社会がまさにその

文言のままに主権国家間システムとして構成されているにもかかわらず，しかもそこでは各

主権国家が自らの利益をどこまでも優先的に追求していくという光景があいもかわらず見ら

れるにもかかわらず，国内システムの政府を中心とした統治に比肩しうるほど有効な集合的

問題解決が可能になる条件が存在するのではないか，という形での問題定立がその根底にあ

った46．

　こうした，明確な権限と責任に基づく公式の政治組織（その典型が政府である）の欠如に

もかかわらず，公共問題の集合的解決へと方向付けられた政治過程が国際社会に存在しうる

その根拠への問いは，しかし他方で国際社会においては何ら本質的な変容が生起してきてい

ないという現状認識を前提としているはずである．まさにこの点に，EU研究における統治論

との相違を見いだすことができる．以下検討していくように，主権国家間システムの変容を

どう捉えていくかがその主要な認識目的なのであり，政府組織から統治構造への問いの転換

は，この目的にとって重要な意義をもつのである．

46この点は，RosemuもYo㎜gも明確に述べているところである．それぞれRosenau（1997＝2）およびYomg（1997：

　2）を参照．また，政府なき統治の概念による研究が，主権国家は国際システムにおいていぜんとして基底をな

　す単位であると想定されていることを問題視していないとする批判として，Jachte㎡uchs（1995：121）参照．
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3．EU研究における統治論の展開

3－1　国家を超えた統治（govemance　beyond　the　state）

　新統治研究群（New　Govemance　Approaches）は，90年代のEUの発展に呼応しながら一つの

潮流を形作るようになってきた47．これらの研究からは，EU機構がはらむ特異（sulge皿erゴ8）

な表徴に対して，国内的李ものでもなく国際的なものでもない独自の統治構造の生成を探ろ

うとする視座を見いだすことができる．それは主権的国民国家の観念の相対化を企図し，ポ

スト・ナショナルな状況への視点の確立を目指している．

　Hixはこのような研究潮流が着目するEUの特徴を，次のように要約している．「この新しい

統治という視野からすると，EUは国際機構以上のものかもしれないが，『国家』を複製する

ことにもならないだろう．この新しい政体における統治は特異なもの（8u18㎝eri∫）である．

多元的（mu1ti－1eve1）・非ヒエラルキー的（non－hierarchica1）でかつ規制を主眼とする

（regu1atory）一群の新奇な制度を通じた統治であり，しかも国家という行為主体と非国家の行

為主体との異種混合（ahybhdmix）を通じた統治である．」48

　またKoh1er－Kochも同じ基調でもって，EU統治の特徴を次の四点に整理する．第一に「多層

的構造（themu1ti－1ayerstmcture）ならびに超国家的な要素と政府間的要素との結合が意志決定

過程に存在」49し，第二にEUレベルでの共通政策の遂行において「高度な機能分化

（fmctiona1segmentation）」50が見られ，第三に超国家的な活動の増大にも関わらずそれに「必

47この潮流をレビューしたものとしては，総括的なサーベイを行ったHix（1998），ポスト・モダン型国家として一

　特徴づけたCaporaso（1996），特にネットワーク型統治論を整理したB6rze1（1997），ポスト・ナショナル・パー

　スペクティブを強調したShaw（1999a）をあげられる．このうち，Hixの文献リストは網羅的で非常に参考にな

　る．また，この潮流に位置づけられる業績として，ここでは特に以下の研究をあげておきたい、制度主義ア

　プローチをとり，司法的側面を重視してEU独特の規制のあり方を分析しようとしたBu1mer（1994）および
　Amstrong　md　Bu㎞er（1998），再分配機能を捨象した観制国家としてECを特徴づけるMajone（1996），国家を超

　えた統治という鍵概念を提示し，（ルーマン，ハーバーマス，ギデンズなどの）広範な社会理論を検討しつつ

　文化論的新制度主義の優位性を説くJachtenf皿chs（1995．1997a，1997b），ネットワーク型統治としてEUを特徴

　づけるKoh1e正一Koch（1996．1997b，1999），地域構造政策の実証研究を通じて多次元統治（mu1ti－1eve1
　govemmce）の概念を提唱したM町ks（1993．1997），野党なき統治というEU政治システムの欠陥を批判的に分

　析するNeu皿ei曲er（1998），利益集約における流動化（脱国家化）を強調し，領域的にも機能的にも固定した境

　界をもちえない極限ケースをモデル化したSc㎞i廿er（1996b），社会構成主義（socia1constmctivism）の観点から

ac帖co㎜口ηa舳eの役割に注目するWiener（2000），同じく社会構成主義の観点から連邦制概念の脱主権国

　家的再構築を試みるKos1owski（1999），この社会構成主義をEU統治論の重要なメタ理論として重視する
　J¢rgensen（1997），法秩序としてあるいは政体としてEUがアイデンティティ・クライシスに陥ってしまってい

　る状況を，ポスト・ナショナルな政体誕生の産みの苦しみと見るW虹d（1995）．いうまでもなく，これらはEU

　統治論として位置づけるべきすべての研究を網羅したものではない．しかし，ここに例示した研究によって，

　この研究潮流の共通の企図を看取することはできるだろう．本論でも述べたとおり，これらは国内的か国際

　的かの二項対立を超えて，EU独特の統治の構造を遣求する研究として特徴づけることができる．
48Hix（1998：38－9）

49Koh1er－Koch（1997：2）

50〃d．
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要な政治的インフラストラクチャー（po1itica1in」／ras血cture）が欠如」51していて，加盟国の行

政資源に依存する形になっており，そして第四に条約改正や拡大その他を通じた「絶えざる

変化のうちにある動態的なシステム」52をそこに見いだすことができる．

　そしてWesse1とDiedrichsもまた，多元的で，機能的分化が進み，システム・レベルでの変

動性を高度にもつというEUの特徴を共有しつつ，このシステムを次のような「新種の政体

（anew㎞dofpo1ity）」として把握する．「その正統性は『国民』と呼ばれる集合的人格に基礎

づけられたものではなく　　連邦主義者ならばそう主張するだろうr加盟国の単一の国

民に依拠したものでもない一現実主義者（rea1iSt）のビジョンならばそうだろう一．そう

ではなく，多元的市民権（a　p1皿a1istic　citizenship）こそ，その正紛性の基盤である．このよう

な多国籍市民共同体（mu1thatiOnaI　CiVitaS）は諸国家からなる共同体であると共に，多様なる

がままの統一（a㎜i収一in－diversity）にある諸市民（thecitizens）の共同体でもある．」53

　Jachtenfuchsによる「国家を超えた統治（govemancebeyondthestate）」は，こうした認識に

基づく研究潮流の基本概念として位置づけることができるように思われる．彼によると，EU

の発展はもはや対内的にも対外的にも主権国家として記述できないような形で政治が組織化

される状況をもたらしている54．そのような状況をもたらしたEUは，単なる「国家の上位に

ある統治（govemance　above　the　state）」ではない55．主権国家の枠組みが構造づけてきた今ま

での統治のあり方が，変容（transformation）しているという事態を強調するための概念が，

新しい状況を認識するための準拠枠組みとして必要なのである．そのような概念としての

「国家を超えた統治」は，権力が水平的に組織化された社会（市場や国際システム）と垂直的

に組織化された社会（主権国家）の中間に位置づけられるような，非領域的に基礎づけられ

た多中心的システムによる統治であり，「多申心的社会という新しい中世」の到来を示してい

る56．

　もちろん，こうした説明から分かるとおりこれはいまだ暗瞼にすぎず，経験的に記述でき

るような形で明確に規定されているわけではない57．にもかかわらず，この概念の喚起は

「統合された社会における制度形態としての，またこの社会のヒエラルキーの中心としての，

51肋d．

52〃d．

53Wessel　mdDiedrichs（1997：8）

54Jachtenfuchs（1997b：39）

55〃d．

56JachtenfOchs（1995＝124＿5）

57彼自身もこれを強調している．乃姐，124参照．
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国家」58という観念への依存を断ち切るという意義をもつだろう．この観念は，一定領域内に

おける物的強制力の独占59，高度な所得再分配の実現，そして様々な象徴により絶えず再確

認が行われる国民としての帰属意識，これらを国家性の主要なメルクマールとし，その唯一

の担い手としての中央政府の組織形態やその行為への，認識上の執着をもたらすものである．

しかし統治論からすると，EUの展開は，こうした観念に依存したままでは見過ごしてしまう

新たな国際社会の組織化の在り方をもたらしているのである．それを把握すべく，新たな統

治構造に関するさまざまな概念がこれまで提示されてきた．

　たとえば，政府的な組織ではなく国際司法と国内司法の有機的連携に依拠しつつ，再分配

機能を第一次的に指向しない超国家レベルの規制機能に着目する規制中心的統治構造60，ま

た非ヒエラルキー的な意志決定過程と多様な非国家行為主体による多層的で多様な参加の機

会の現出という側面を取り上げるネットワーク型統治あるいは多元的統治61，そして利益集

約の単位に着目し，機能的利益（functiona1interest）も領域的利益（territoha1interest）もとも

に固定した境界をもたず，絶えずその集約の単位が（地方，加盟国，EUの各レベルで）変動

するケースとしての複数国家共同統治（Condominio）62などの研究をあげられる．

　これらの多様な試みは，「国家を超えた統治」という概念が切り開くポスト・ナショナル・

パースペクティブを彫琢していくための，相互にリンクしうる多様な概念群を創出している

ように思われる．

3－2　法秩序と統治

　以上見てきた統治論は，EUがもたらした欧州国際社会の変容を認識していく上で，たしか

に意義深いものがある．連邦制指向と国際機構指向の二項対立を超えるべく，政府という組

織の行動にもっぱら焦点を当てるのではなく，統治という機能が遂行される構造（この点で

政治権力が政府として組織化されることは必要条件ではあっても十分条件ではない）に着目

58〃d．

59国家の概念を統治の構造として捉えるCaporasoは，このようなヴェーバー的国家観念に依拠した国家をウエス
　トファリア型統治構造として規定する（1996：34）．

60Maj㎝e（1996），Bulmer（1994）およびA㎜strongmdBulmer（1998）の研究を参照．

61Koh1er－Koch（1996．1997b，1999）およびM肛ks（1993．1997）の研究を参照．またこれらのネットワ・一クあるは多元

　性・多層性を強調した研究を，Caporasoはポスト・モダン型統治構造という類型で一括する（1996：45－6）．

62Sc㎞itter（1996b：136）参照．彼は，機能的利益と領域的利益のそれぞれが固定した集約単位をもつ場合ともた

　ない場合とを組み合わせることで，四つの類型を作成した．すなわち，双方とも加盟国レベルで集約される

　Stato炉ederatio，領域的利益は変動するが機能的利益は固定されるConfederatio，その逆であるConsortio，そし

　て本論で述べたcondominioである．このうち彼はポスト・マーストリヒトにおけるEUの発展の軌跡として，
　condominioの可能性を示唆している（134－6）．
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し，主権国家内統治（natiOna1gOVemanCe）でもなく主権国家問統治（intemationa1goVemanCe）

でもないEU独自の統治の在り方を把握しようとする接近法は，まさに主権国家の枠組みとい

う固定観念を払拭しうる研究方向を示しているといえよう．しかしながら，大規模な国家で

もなく国家連合でもない特異（8uj8㎝e㎡8）な政体の誕生というモティーフをさらに確実な認

一識へともたらすためには，統治論の他分野への拡張が必要である．最後に上述の概念群がも

つ認識の可能性をいっそう拡張するべく，法秩序（1ega1order）の概念の導入を示唆しておき

たい．

　上述のように，統治という機能は個々の行為主体を方向付ける諸制度の集積，すなわちレ

ジームを基盤に遂行される．またその場合の制度とは，整合的かつ安定的に反復されている

一組のルールを意味する．これが，個別行為主体に選択の契機を与えるのである．してみる

と，法こそが統治のアーキテクチャーであるといえるだろう．ここでの法は，制定法のみな

らず慣習法も，またハード・ローのみならずソフト・ローも含めた，最広義の法である．

　従って，次のような仮説を立てられるだろう．EUが連邦制でもなく国際機構でもない特異

なシステムとして把握されうるならば，EUの法秩序もまた，主権国家的憲法秩序でもなく国

際法秩序でもない，特異な法秩序として捉えられるのではないか．すなわち，EU独自の統治

構造をもたらすEU法秩序の特質は何であるかという問いを，憲法秩序・国際法秩序・EU法秩

序という三つの法秩序の差異化問題として構成すること1三よって，EU統治の構造へとさらに

迫っていくための通路を切り開くことができるのではないだろうか．

　この特異な法秩序という点で，BUにおける法秩序の生成過程には注目すべき現象が生じて

いるように思われる．それは，欧州統合における国際法秩序の進化過程と憲法的な法秩序の

発展過程の同時進行という現象である．

　52年のECSCは，パリ条約とよばれる多国間条約によって設立された．以後，政府間会議を

通じて新たな多国間条約が結ばれ，また改正されていった．この問，ECあるいはEUの枠組み

を媒介しない国際条約が，いくつも加盟国間で締結されてきた63．またEUの第二の柱と第三

の柱においては，基本的には政府代表による外相理事会やJHA理事会が主たる交渉の場とさ

63この点で，欧州審議会（Co㎜ci1of　Eu．op。）を保管者（d．posit．ry）とした多数の条約が重要である．2000年6

　月現在で，177の条約を見いだすことができる（http：〃conventi㎝s．coe．㎞t参照）．たとえば人権保障，社会政策，

　環境政策，国際刑事協力，さらには安全保障がらみの政府間協力などに関する国際法規範がここを舞台に形

　成され，それがやがて各国の国内法秩序とEC／EU法秩序の双方へと組み込まれることによって，これら国際

　法規範の実効性が制度的に担保される度合いが増していった．EUの土台として欧州審議会の存在は決定的に
　重要である．
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れ，国連憲章や0SCEの憲章，そしてWEUやシェンゲン協定64といったもともとは加盟国間

国際条約であったものを準拠枠組みとした形で，（CFSPの場合は）共通の立場65や（PJCCの

場合は）直接効果があらかじめ排除された枠組み決定66といった，EC法とは明確に異なる法

が形成されており，欧州司法裁判所の判断が入る余地も限定的である67．これは一般には国

際法秩序の文脈で理解できるものであるだろう．そうして，政府という組織よりも統治とい

う機能をより重視する研究が，つとにソフト・ローの意義を強調してきた68といった点を考

慮すると，こうした国際レベルで形成された法規範の浸透という国際法規範の国内化は69，

欧州国際法秩序の進化を通じた欧州統治の機能性向上過程として捉えられるように思われる．

　しかしながら他方で，第一の柱を中心に憲法的法秩序の色彩も色濃くなってきた．上述の

ように欧州司法裁判所の判決を通じて，EC法と国内法との関係における優位性，直接効果そ

して黙示的権限といった原則が確認されてきた．これに加えるに欧州司法裁判所の人権保障

を重視した法解釈ならびに先決的判決制度を通じた国内司法と欧州司法裁判所との連携は，

EC設立条約の憲法化（constitutionahsation）を引き起こしているように見える70．

　しかも，このような第一の柱のみならず，EU機構が単一の法秩序を形成しはじめていると

いう議論71も有力である．たとえば；他の柱にまたがる政策形成が見受けられかつ条約上も

それが想定されていること72，EU機関の行為における一貫性（consistency）ならびに継続性

（continuity）が条約上明確に規定されており73，憲法規範的な意味合いをもつ原理がEU全体

64国境を越えた人の完全白由移動を目指したシェンゲン協定は，もともと85年に結ばれた多国間条約であった

　が，アムステルダムでの条約改正により，EU条約ならびにEC条約に議定書の形で組み込まれることとなった．

Protoco1samexedtotheTrea取㎝EuropemU㎡onmdto血eTreatyestab1is㎞gtheEumpemCo㎜unity：hotoco1
　（No．2）㎞te駆ating血e　Schengen　aquis　into　the　framework　ofthe　Europem　Union（1997）．またWEUもEU条約17条で

　「ユニオンの発展にとってなくてはならない部分である（m㎞tegraI　p航ofthe　development　ofthe　Union）」と規

　定されている．

65EU条約15条．

66EU条約34条b項．PJCCの場合は，いったん共通の立場を採択してユニオンとしてのアプローチを定義した後
　（同条a項），この枠組み決定で具体化される．

67EUの特に第二・第三の柱における欧州司法裁判所の管轄権は，EU条約46条で規定されている．
68S1aughter，et　a一．（1998：371）

69第二次大戦後の欧州統合過程からは，国内化された国際法規範がEC法規範に反映されていくという側面と，

　国際法規範がいったんEC法規範に取り入れられ，そこからその規範の国内化が生じるという二つの側面を看
　取できるように思われる．国際研究における国際法規範国内化の議論については，S1aughter，et　a1．（1998：381，

　391－2）参照．

70Wei1er（亘999）の今やEC法研究の古典的地位を確立した研究を参照．

71たとえば，Shaw（1999a，1999b，2000）参照．

72たとえば，PJCCは共同体化された他のIHA関連とリンクしているし，またCFSPも経済制裁などを行う際，絶
　えず共通通商政策や開発協力政策との関連が問われてくる．後者に関してはKoskemiemi（1998：37）参照．

73EU条約3条．
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として掲げられており74，上述の対外的一体性や，新規加盟の条件としてEU全体の統一原理

の遵守が強調されている点75などを考慮すると，EUを単一の法秩序として捉える見方は簡単

には否定できない．

　さらに，欧州司法裁判所の管轄権の問題がある．上述のように，一見したところ，第二・

第三の柱における同裁判所の管轄権は大きく制約されているようではある．特に第二の柱に

関しては，完全に否定されているかに見える．しかし，加盟国の独自の外交政策がCFSPによ

ってどの程度制約されるかといった問題は，たとえばCFSPと共通通商政策あるいは開発協力

政策との境界線の問題につながるのであり，ある共同行動案件を第二の柱と第一の柱のどち

ら’で行うのかで対立が生じた場合，欧州司法裁判所の判断76が実質的に第二の柱の政策内容

一に影響を及ぼしていくことになる可能性は否定できない．また第三の柱に関しては，EU条約

35条の運用次第であるといえる．さらに，そもそもEU条約6条第2項77どいうEU機構の根本

規範に関して同裁判所が各機関の行為を判断できるとする同46条C項の規定は，同裁判所が

あたかも憲法裁判所のような地位を獲得する余地を残しているように見える．そうして，EU

市民権の創設と二一ス欧州理事会で採択されたEU基本権憲章の存在を考慮すると，EUは憲法

裁判所と憲法的規範を土台として整合的に把握されるべき，まさに単一の法秩序を成しつつ

あるかのようである．

　以上のごく簡単な概観からも推察できるように，EU機構は国際法秩序的な要素と憲法秩序

的な要素の双方を成長させている．いったい，EU法秩序とはいかなる法秩序なのだろうか．

この問いはEU法学のみならず，統治論にとって意義深いものとなる．EU研究における統治論

の中では，多様な行為主体に多様な参加の機会を与え，多層的にしかもその都度変動しうる

形で柔軟に創出されるポリシー・ネットワークの叢生が注視された．また，市場規制に関す

る超国家レベルヘの権限委譲が進み，その規制を巡る紛争が国内司法と国際司法との有機的

ともいうべき連携を通じて解消される事態に，積極的な意味が見いだされていった．さらに

国家を単位とした利益集約に大きなゆらぎがもたらされ，領域的利益と機能的利益の錯綜が

74EU条約6条．

75EU条約49条一そこでは，EU条約6条第1項が強調されている．それは次の通りである．「ユニオンは，自由，
　民主主義，人権及び基本権の尊重，法の支配といった，加盟国に共通の原理に基礎づけられる．」

76EU条約47条は，EU条約がEC条約（およびECSC条約とE畑C条約）の規定をゆがめてはならないと規定して
　おり，従って第一の柱との整合性問題に関して欧州司法裁判所の判断が影響力を持ってくる余地が残されて
　いるのである一この論点に関して，Koskemiemi（1998：36－7）参照．

77そこでは，欧州人権条約および加盟国共通の憲法的伝統による基本権の尊重が規定されている．
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生じていくという状況に，国民国家の変容が読み込まれていった．そして，正統性の基盤と

して，加盟国それぞれの国民からなる共同体とEU市民の共同体の双方が想定され，多国籍市

民共同体なるモデルが提示された．このような状況認識が，国家を超えた統治として，伝統

的な二項対立図式を克服するためのパースペクティブヘと彫琢されようとしている．こうし

た二項対立図太を超えて規定されるべきEU統治の構造は，まさにその構造を与えるところの

法秩序の性質という観点から，さらに詳細な分析が可能になるのではないだろうか．

　その際，主権国家的憲法秩序かあるいは国際法的秩序かといった二項対立図式は，やはり

超えられるべき思考法といえよう．法秩序が垂直的に編成されつつあるのか，それとも水平

的なままであるのかという問いかけは，高度に多元化・複雑化しているEU法において，もは

や積極的な意味を持たない78．主権国家の主権性に依拠しつつ同時にその制約を離れた欧州

．規範の動態的な展開過程なるものをいかなる概念枠組みで捉えていくかが，EU法秩序への基

本的なテーマとなるだろう79．統治論は，こうしたEU法秩序の独特な発展過程に一つの視座

を提示しうる．また同時に，この統治論はEU法秩序の特質という観点から，脱主権国家思考

の統合論をさらに進めることができるように思われる．あるいはむしろ，法秩序の特異性へ

と認識の歩みを進めることを，国家を超えた統治の概念枠組みは必然的に要請1しているとい

えないだろうか．

おわりに

　本論では，まず最初に90年代のEUの進展状況を，国家性と非国家性の併存という視点から

鳥厳し，EU機構の特異性（8ujg㎝e㎡∫）を概観した．ついで，その特異性の解釈という点で注

目されてきた統治の概念について検討し，EU研究におけるその意義を考察した．そして最後

に，EU統治論の主要な議論を概観し，その射程カ氾U法秩序の討究へと進むべきことを示唆し

た．

　EU研究における統治論は，主権的国民国家の観念への執着を反省し，新しい秩序の在り方

78たとえばMacComick（1997），Shaw（199ga，1gggb），M出er（1998）などの研究は，EU機構の特異性を法秩序の観

　点から追求していく上で，重要な貢献をなしている．

79この論点にとって，さらに「法共同体の境界」という概念が重要になってくるだろう．ここでは簡単に指摘
　することしかできないが，非国家的法規範（non－State　lega1nomS）が受け入れられ浸透していく社会過程を，

　法共同体の境界のゆらぎあるいは再編成として捉え，それを脱国民国家的社会統合の生成という観点から考

　察していくことができるだろう．すなわち，主権的憲法秩序の前提と把握すべき国民国家的社会統合の変容
　を，EU法秩序の生成に見出すという視点である．
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